
　
市
税
は
、
医
療
・
福
祉
・
教
育

な
ど
、
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
に

使
わ
れ
る
大
切
な
財
源
で
す
。

　

納
期
限
を
過
ぎ
て
も
納
付
が

な
い
場
合
に
は
、
20
日
以
内
に

督と
く

促そ
く

状じ
ょ
う

を
発
送
し
ま
す
。
そ
の

後
も
納
付
が
な
い
場
合
に
は
、

催さ
い

告こ
く

書し
ょ

を
発
送
し
、
自
主
的
な

納
付
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

10
月
に
催
告
書
を
発
送
し
ま
す

　

10
月
上
旬
に
催
告
書
を
発
送
し

ま
す
。
送
付
の
対
象
と
な
る
か
た

は
、
令
和
3
年
度
の
市
税
に
滞
納

が
あ
り
、
督
促
状
を
発
送
し
て
も

な
お
、
納
付
の
確
認
が
で
き
な
い

か
た
で
す
。
催
告
書
が
届
い
た
か

た
は
、
内
容
を
確
認
の
う
え
、
早

急
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

延
滞
金
に
つ
い
て

　
納
期
限
を
過
ぎ
て
市
税
な
ど
を
納

付
し
た
場
合
「
延
滞
金
」
を
納
め
て

い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
延
滞

金
の
計
算
方
法
は
、
本
税
額
に
延
滞

し
て
い
る
期
間
に
応
じ
た
割
合
（
令

和
3
年
は
、
納
期
限
の
翌
日
か
ら
最

初
の
1
か
月
間
は
年
2.5
％
、
1
か

月
を
経
過
す
る
日
の
翌
日
以
降
は

8.8
％
）
を
乗
じ
て
算
出
し
ま
す
。

　
延
滞
金
は
、
納
期
限
ま
で
に
納
め

て
い
た
だ
け
れ
ば
、
本
来
負
担
し
て

い
た
だ
く
必
要
の
な
い
も
の
で
す
の

で
、納
期
内
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

滞
納
処
分
と
は

　

督
促
状
を
発
し
た
日
か
ら
起
算

し
て
、
10
日
を
経
過
し
た
日
ま
で

に
そ
の
市
税
な
ど
の
納
付
が
な
い

と
き
は
、
や
む
を
得
ず
、
財
産
調

査
や
差
し
押
さ
え
な
ど
の
滞
納
処

分
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

財
産
調
査
と
は
？　

　
勤
務
先
や
取
引
先
・
金
融
機
関
・

生
命
保
険
会
社
な
ど
に
対
し
て
調

査
を
行
う
こ
と
で
す
。

差
し
押
さ
え
と
は
？

　

給
与
・
預
貯
金
・
年
金
・
生
命

保
険
・
不
動
産
な
ど
の
財
産
を
差

し
押
さ
え
る
こ
と
で
す
。

納
付
書
を
な
く
し
て
し
ま
っ
た

と
き
は
？

　

納
付
書
を
お
持
ち
で
な
く
て

も
、
税
務
課
・
各
連
絡
所
で
納

付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
納
付

書
の
再
発
行
を
希
望
さ
れ
る
か
た

は
、税
務
課
に
て
再
発
行
し
ま
す
。

郵
送
に
も
対
応
し
て
い
ま
す
の
で

連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

市
税
は
次
の
場
所
で

納
付
で
き
ま
す

・
税
務
課

　
（
市
役
所
西
庁
舎
2
階
）

・
各
連
絡
所

・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

　
（
一
部
店
舗
を
除
く
）

・
取
扱
金
融
機
関 

百
五
銀
行
・
三
十
三
銀
行

中
京
銀
行
・
東
海
労
働
金
庫

桑
名
三
重
信
用
金
庫

伊
勢
農
業
協
同
組
合

東
日
本
信
用
漁
業
協
同
組
合
連

税
務
課
管
理
収
納
係　
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合
会

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
・
郵
便
局

（
三
重
・
愛
知
・
岐
阜
・
静
岡
）

　

ま
た
、
納
期
限
の
日
に
指
定
さ

れ
た
口
座
か
ら
自
動
的
に
納
付
で

き
る
口
座
振
替
や
、
納
付
書
に
印

字
さ
れ
た
バ
ー
コ
ー
ド
を
利
用
し

た
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
で
も
納

付
で
き
ま
す
。

納
付
の
相
談
は
お
気
軽
に

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
や
、
失
業
・
病
気
な
ど
の

や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
税
金

を
納
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

は
、気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
開
庁
時
間
に
来
庁
で
き

な
い
か
た
の
た
め
、
市
役
所
西
庁

舎
２
階
・
税
務
課
窓
口
に
て
夜
間

納
税
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。

【
夜
間
納
税
相
談
窓
口
】　 

午
後
５
時
15
分
～
８
時
（
要
予
約
）

　

希
望
す
る
か
た
は
、
管
理
収
納

係
へ
事
前
に
連
絡
し
て
く
だ
さ

い
。

市
税
・
国
民
健
康
保
険
税
の

市
税
・
国
民
健
康
保
険
税
の

　
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

　
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

令
和
３
年
度

国
民
健
康
保
険
税
の

　
減
免
申
請
に
つ
い
て

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
、
生
計
維
持
者

（
世
帯
主
）
の
令
和
３
年
中
の
収

入
が
令
和
２
年
中
の
収
入
よ
り
３

割
以
上
減
少
す
る
見
込
み
の
か
た

や
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
に
よ
り
、
生
計
維
持
者
（
世
帯

主
）
が
死
亡
ま
た
は
重
篤
な
傷
病

を
負
っ
た
世
帯
の
か
た
な
ど
を
対

象
に
、
国
民
健
康
保
険
税
の
減
免

申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
な

お
、
収
入
に
つ
い
て
は
、
減
収
に

伴
う
公
的
機
関
等
か
ら
の
給
付
金

等
は
除
き
ま
す
。

申
請
書
類
の
入
手
方
法　

税
務

課
・
各
連
絡
所
窓
口
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ

準
備
物　
令
和
２
年
中
の
収
入
が

分
か
る
も
の
（
決
算
書
・
収
支
内

訳
書
、
源
泉
徴
収
票
な
ど
）、
令
和

３
年
中
の
収
入
が
分
か
る
も
の（
売

上
台
帳
、
給
与
明
細
な
ど
）

留
意
事
項　
生
計
維
持
者
（
世
帯

主
）
の
令
和
２
年
中
の
所
得
が
０

円
以
下
の
場
合
、
減
免
は
で
き
ま

せ
ん
（
死
亡
ま
た
は
傷
病
を
負
っ

た
か
た
は
減
免
対
象
と
な
り
ま

す
）。

　
く
わ
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い
。

税
務
課
市
民
税
係
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